
内部統制推進体制

(件数）

総計

・内部統制の整備・運用状況の確認

・評価結果に基づく方針・リスク一覧・対応策の見直し

・推進部局と各課の調整役

・市長への報告、市長からの指示の各課への伝達

・内部統制の推進に係る各課への指導・助言

１.独立的評価

・全庁的評価

・業務レベル評価

２.評価結果を推進部局へ送付

３.評価報告書作成

４.評価報告書を監査に提出

５.監査意見書を付して評価報告書を議

推進部局 評価部局：総務管財課

監査

・評価報告書の審査

・審査意見書の提出

議会

（市民）

・リスク一覧及び対応策の内容確認と職員への周知

・内部統制に関する事務の統括、整備・運用状況の自己評価

・リスク対応策に基づく事務の執行、日常的モニタリングの実施

各課

課長

課長補佐級

係長級以下職員

内部統制推進会議：副市長、部局長

事務局：DX推進課

最高責任者：市長

自己評価結果

評価結果

審査依頼


